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1978（昭和53）年 東北大学医学部卒業
1978- 三井記念病院外科　研修医、医員
1983- 埼玉医科大学第１外科助手
1988- 同上　　　　　　　　講師
2001- 同上　　　　　　　　助教授
2004- 埼玉医科大学呼吸器外科教授
2007- 埼玉医科大学国際医療センター呼吸器外科教授

学会活動等
日本外科学会 理事、代議員、邦文誌編集委員長、専門医認定委員会副委員長
日本呼吸器外科学会 監事、評議員、第31回総会（2014年）会長
日本胸部外科学会 監事、評議員
日本呼吸器内視鏡学会 理事、評議員、第36回学術集会（2013年）会長
日本気管食道科学会 副理事長、評議員、定款改訂委員長、利益相反委員
日本臨床外科学会 常任幹事、評議員、学術委員長、編集委員、広報委員
日本気胸･嚢胞性肺疾患学会 理事、評議員、第14回総会（2010年）会長
日本レーザー医学会 理事、評議員、学術･教育委員長、COI委員
日本外科系連合学会 評議員、Fellow会員、編集委員、映像委員会委員
日本肺癌学会 評議員
日本内視鏡外科学会 評議員
日本呼吸器学会 代議員、肺移植検討委員会委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

専門医等
呼吸器外科 専門医
日本外科学会 外科専門医、指導医、認定医
日本呼吸器外科学会 専門医　指導医
日本胸部外科学会 指導医、認定医
日本呼吸器学会 指導医、専門医
日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡指導医、認定医
日本気管食道科学会 専門医
日本がん治療認定機構 暫定教育医
肺がんCT検診認定機構 肺がんCT検診認定医師
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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1.	 女性医師について	
　わが国の政策としての男女共同参画基本計
画には医療分野での女性の参画を拡大するこ
とが謳われており、医療の質の向上と国民の
健康保持のためにも女性医師の就業環境の
整備が求められている。厚生労働省の統計
では平成26年のわが国の全医師数311,205人
中、女性医師は63,504人（20.4％）であるが

（図1.）、最近の医師国家試験合格者は女性が
30％を超えており（図2.）、女性医師は今後
も増加傾向を示すと思われる。
　様々な分野で女性の参画が推進されてき
ているが、女性医師の場合には医師となって
キャリアの基盤を形成する時期に出産、育児
が重なることが多く、研究、臨床いずれにお
いても少なからず支障をきたし、その結果
キャリアアップの道筋が断たれ、医師として
の活動が十分に行えない現状がある。医療現
場では、産休、育休の制度だけではなく家庭、
社会を含めた女性医師支援の就業環境を工夫
し、整備してゆくことが求められている。

2.	 本学会の現状
　2014年度末における本学会の医師会員
3,132人中、女性医師は347人（11%）である
が、2014年度の本学会入会医師144人中、女
性医師は22人（15%）であり僅かではある
が増加傾向を示している。また、本学会の専
門医1248人中、女性専門医は115人（9.2%）
となっている。一方、本学会評議員184人中
に女性評議員は5人（2.7%）のみで、役員47
人はすべて男性で女性役員は現時点ではいな
い。本学会の各種委員会については、全委員
数79人中で女性委員は3人（3.8%）で委員長
13人はすべて男性である。
　こうした状況を踏まえて2015年度より理
事長の肝煎りで「男女共同参画委員会」が設
置され、3名の女性委員を含む8名の委員構
成で立ち上がった。女性医師のキャリア形成
や就業環境整備のために学会としての支援を
行ってゆくことになるが、その基本として女
性会員が学会運営に積極的に関われる体制も
重要である。

シンポジウム２ 
気管食道科領域の医療現場における男女共同参画

男女共同参画についての本学会の取り組み
金子公一（埼玉医科大学国際医療センター呼吸器外科）
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図 1　医師数の推移と女性医師の割合
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図 2　医師国家試験合格者数
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3.	 委員会での取り組み
　委員会は設立されたばかりであり、その活
動としては本学会として医療施設や社会に対
して男女共同参画の理念と具体的な対応を求
めてゆくことが必要であるが、まずは学会自
身で取り組むべき課題を検討して実現するこ
とから始まる。学会運営のための評議員、役
員に女性医師が加われる仕組みの検討、専門
医の認定、更新において男女共同参画を考慮
した仕組みの検討、学術集会、専門医大会、
セミナーなどへ女性医師が参加しやすい環境
作りを検討することなどから始めることにな
る。男女共同参画については日本医師会や多
くの学会でも積極的に検討されている。特に
勤務環境の厳しい外科系の学会では、女性医
師を含めた勤務環境、労働条件の改善に向け
た働きかけが行われており、そうした関連学
会と連携して活動してゆくことも重要であ
る。
　また、本学会は大学病院などの教育施設や
基幹病院などの大規模病院勤務の医師だけで
なく、開業している地域の医師の会員も多
く、本委員会としても勤務環境の異なる会員
の立場と要望にも十分に対応できる活動を心
がけなければならない。

4.	 おわりに
　本学会における男女共同参画の取り組みは
緒に就いたところであるが、増加している女
性医師の就業環境の整備が最も重要であり、
具体的な対応が必要である。学会としてはラ
イフイベントによる休職などによっても専門
知識や専門技術が維持され、さらなる習得が
可能となるような支援により、キャリア形成
に支障を来さないような配慮、会員相互の情
報交換や先輩医師からの情報を伝達する工夫
などが求められる。また学会組織においても
男女区別なく適切な登用を行い、医療施設に
対しては女性医師が職場の戦力として評価さ

れ、モチベーションを維持して活動できるよ
う積極的な提言が必要である。




